
新旧対照表

新 旧

第1章 基本的事項

1.計画策定の背景・趣旨

少子化の急速な進行や子育てを取り巻く社会環境の変化に対応するため、平成15年に「次世代育

成支援対策推進法」が制定されました。

本県においては、次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画として「高知県次世代育成支援行動

計画（こうちこどもプラン：平成17～21年度（前期計画）・平成22～26年度（後期計画）、高知家の

少子化対策総合プラン：平成27～令和元年度（前期計画））」を策定し、「次代を担う高知のこどもが

健やかに育つための環境づくり」を目標に掲げ、子育て支援をはじめ子どもの健全育成に資する幅広

い取組を進めてきました。

また、都市部を中心に大きな課題となっている保育所待機児童の問題など子育て支援が量・質とも

に不足していることや、社会環境の変化に伴い、子育ての負担感や孤立感が増しているといった実情

から、子育て支援の量的拡大と質の向上などを目的に、平成24年８月に「子ども・子育て関連３法」

を制定し、これらの法律に基づき平成27年４月に「子ども・子育て支援新制度（以下、「新制度」と

いう。）」が本格施行されました。

新制度では、都道府県、市町村がそれぞれに事業計画を定め、質の高い幼児期の教育・保育の総合

的な提供や、地域における子育て支援の充実に向けた取組を計画的に推進していくこととなってお

り、本県においても、平成27年度から31年度までの５年間を第１期の計画期間とする「高知県子ど

も・子育て支援事業支援計画」を策定し、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業を提供する体

制の整備や業務の円滑な実施に向けて取組を進めてきました。

こうした中、現計画を策定した平成27年度以降も、女性の就業率の上昇による共働き家庭の増加

などを背景とした保育ニーズの高まりなどにより、依然として待機児童が発生しています。このよう

な状況を受けて、保育の受け皿の整備を図る「子育て安心プラン」や、小学校に就学している全ての

児童の安全・安心な居場所の確保を図る「新・放課後子ども総合プラン」の取組が進められるなど、

子ども･子育て支援施策の充実が図られています。また、令和元年10月からは、子育て家庭の経済的

負担の軽減を図るとともに子どもたちに質の高い幼児教育の機会を保障することを目的に、幼児教
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育・保育の無償化の取組がスタートしました。

こうした状況を踏まえ、令和２年度からの５年間を計画期間とする「第２期高知県子ども・子育て

支援事業支援計画」を策定します。

2.計画の位置づけ

本計画は、「子ども・子育て支援法」第62条に規定された計画です。

作成にあたっては、「子ども・子育て支援法に基づく基本指針」を踏まえて策定しています。

3.他の計画との関係

本計画は、子育て支援に関わる下記の様々な県計画との整合を図り、調和を保ったうえで策定して

います。

4.計画の策定及び推進体制、進行管理

この計画は、県及び市町村の各関係部署との連携を図りながら検討し、子ども・子育て支援法第77

条第４項に規定する審議会その他の合議制の機関である「高知県子ども・子育て支援会議」の意見を

反映して策定しています。
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当該計画に基づき、市町村をはじめとする様々な関係団体等と連携し総合的な子ども･子育て支援を

着実に推進していくとともに、計画の進行管理についても、「高知県子ども･子育て支援会議」の意見

を聞きながら、適切に点検・評価を行っていきます。

5.計画の基本理念と子ども・子育て支援の視点

本計画では、すべての子ども達の健やかな成長に向けて、以下の基本理念と視点を基本姿勢に位置

付けて、取組を進めていきます。

（１）計画の基本理念

（２）子ども・子育て支援の視点

子ども・子育て支援は、「子どもの最善の利益」が実現される社会を目指すことを基本に、子育ての

第一義的責任者である保護者がその責任を果たすことや子育ての権利を享受することができるよう、

子どもの育ちと子育てを、行政や地域社会をはじめ社会全体で支援していくことが必要です。

本県では、次の５つの視点を大切にして取り組みます。

① 子どもの育ちの視点

乳幼児期から学童期までそれぞれの子どもの発達の特性を十分に理解し、発達の実情に応じた子育

て支援に取り組みます。

生理的、心理的な諸条件や生育環境の違いにより、子どもたち一人一人の個人差が大きいこの時期

において、それぞれの健やかな育ちを保障するためには、子どもたちが愛情豊かな保護者やまわりの

大人とのかかわり合いを通じて、安心して豊かな活動を展開できる環境づくりに取り組みます。
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大人とのかかわり合いを通じて、安心して豊かな活動を展開できる環境づくりに取り組みます。



② 親やその他の保護者の育ちの過程を支援する視点

子ども・子育て支援とは、保護者の育児を肩代わりするものではなく、保護者が子育てについての

責任を果たすことや、子育ての権利を享受することが可能となることです。

地域や社会が保護者に寄り添い、子育てに対する負担や不安、孤立感を和らげることを通じて、保

護者が自己肯定感を持ちながら子どもと向き合える環境を整え、親としての成長を支援し、子育てや

子どもの成長に喜びや生きがいを感じることができるように支援します。

③ サービスの質と量の充実の視点

全ての家庭及び子どもを対象として、地域のニーズに応じた多様かつ総合的な子育て支援を質・量

両面にわたり充実するよう取り組みます。

また、子どもたちの成長に応じた質の高い教育・保育及び子育て支援が提供されるためには、保育

教諭、幼稚園教諭、保育士等、子どもの育ちを支援する者の専門性や経験が極めて重要であり、研修

等によりその専門性の向上を図ります。

④ 妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援の視点

安心して、妊娠・出産・子育てができるよう支援するために必要な関係機関との連携等を推進しま

す。

支援にあたっては、保護者の気持ちを受け止め、寄り添いながら相談や適切な情報提供を行います。

また、困難を抱え支援を必要とする子どもやその保護者に対して、関係機関が連携・継続して切れ

目のない支援を行います。

⑤ 地域社会で支え合う視点

父母やその他の保護者が子育ての責任を有していることを前提としつつ、社会のあらゆる分野にお

ける全ての構成員が、全ての子どもの健やかな成長を実現するという社会全体の目的を共有し、子ど

もの育ち及び子育て支援の重要性に対する関心と理解を深め、各々の役割を果たすことが必要です。

子どもの最善の利益の実現を念頭に、家庭・学校・地域・事業所など子どもを取り巻く地域社会が

一体となり世代を超えて子育てを支え合う地域社会を目指します。

② 親やその他の保護者の育ちの過程を支援する視点

子ども・子育て支援とは、保護者の育児を肩代わりするものではなく、保護者が子育てについての

責任を果たすことや、子育ての権利を享受することが可能となることです。

地域や社会が保護者に寄り添い、子育てに対する負担や不安、孤立感を和らげることを通じて、保

護者が自己肯定感を持ちながら子どもと向き合える環境を整え、親としての成長を支援し、子育てや

子どもの成長に喜びや生きがいを感じることができるように支援します。

③ サービスの質と量の充実の視点

全ての家庭及び子どもを対象として、地域のニーズに応じた多様かつ総合的な子育て支援を質・量

両面にわたり充実するよう取り組みます。

また、子どもたちの成長に応じた質の高い教育・保育及び子育て支援が提供されるためには、保育

教諭、幼稚園教諭、保育士等、子どもの育ちを支援する者の専門性や経験が極めて重要であり、研修

等によりその専門性の向上を図ります。

④ 妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援の視点

安心して、妊娠・出産・子育てができるよう支援するために必要な関係機関との連携等を推進しま

す。

支援にあたっては、保護者の気持ちを受け止め、寄り添いながら相談や適切な情報提供を行います。

また、困難を抱え支援を必要とする子どもやその保護者に対して、関係機関が連携・継続して切れ

目のない支援を行います。

⑤ 地域社会で支え合う視点

父母やその他の保護者が子育ての責任を有していることを前提としつつ、社会のあらゆる分野にお

ける全ての構成員が、全ての子どもの健やかな成長を実現するという社会全体の目的を共有し、子ど

もの育ち及び子育て支援の重要性に対する関心と理解を深め、各々の役割を果たすことが必要です。

子どもの最善の利益の実現を念頭に、家庭・学校・地域・事業所など子どもを取り巻く地域社会が

一体となり世代を超えて子育てを支え合う地域社会を目指します。



新 旧

第２章 制度の概要及び県内の子育て支援の状況

1.子ども･子育て支援新制度における各事業の全体像

「子ども・子育て支援新制度」は、我が国の子ども達や子育てをめぐる様々な課題を解決するため

に、平成24年８月に成立した「子ども・子育て支援法」など子ども･子育て関連３法に基づき、幼児

期の学校教育や保育、地域の子育て支援などの量的拡充・質の向上を計画的に進めていく制度であり、

平成27年４月から本格的に始まりました。

この制度への移行により、保育所待機児童の解消に向けた取組や認定こども園制度の改善、地域の

子育て支援の充実などを図っています。

具体的な事業は市町村が実施主体となり、幼児期の学校教育・保育・子育て支援の提供について計

画を策定し、給付事業を実施しています。

（１）教育・保育事業の給付の概要と仕組み

新制度では、「施設型給付」及び「地域型保育給付」が創設され、この２つの給付制度に基づいて、

各制度間で異なっていた認定こども園、幼稚園、保育所及び小規模保育事業等に対する財政支援の仕

組みが共通化されました。

第２章 制度の概要及び県内の子育て支援の状況

1.子ども･子育て支援新制度における各事業の全体像

「子ども・子育て支援新制度」は、我が国の子ども達や子育てをめぐる様々な課題を解決するため

に、平成24年８月に成立した「子ども・子育て支援法」など子ども･子育て関連３法に基づき、幼児

期の学校教育や保育、地域の子育て支援などの量的拡充・質の向上を計画的に進めていく制度であり、

平成27年４月から本格的に始まります。

この制度への移行により、保育所待機児童の解消に向けた取組や認定こども園制度の改善、地域の

子育て支援の充実などが図られます。

具体的な事業は市町村が実施主体となり、幼児期の学校教育・保育・子育て支援の提供について計

画を策定し、給付事業を実施します。

（１）教育・保育事業の給付の概要と仕組み

新制度では、「施設型給付」及び「地域型保育給付」が創設され、この２つの給付制度に基づいて、

各制度間で異なっていた認定こども園、幼稚園、保育所及び小規模保育事業等に対する財政支援の仕

組みが共通化されます。
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（２）施設型給付等の支援を受ける子どもの認定区分

「認定こども園」「幼稚園」「保育所」「小規模保育等」の教育・保育を利用する子どもについては、

以下の３つの認定区分が設けられ、この区分に基づいて施設型給付等（施設・事業者が代理受領）が

行われます。

＊教育標準時間外の利用については、一時預かり事業（幼稚園型）等の対象となります。

（３）子育てのための施設等利用給付の概要

令和元年10月から、幼児教育・保育の無償化に伴い「子育てのための施設等利用給付」が創設さ

れ、子どものための教育・保育給付の対象外である幼稚園や認可外保育施設等であって市町村の確認

を受けた施設を対象に、要件を満たした子どもが利用した際に費用が支給され、子育て家庭の経済的

負担の軽減が図られています。

（２）施設型給付等の支援を受ける子どもの認定区分

「認定こども園」「幼稚園」「保育所」「小規模保育等」の教育・保育を利用する子どもについては、

以下の３つの認定区分が設けられ、この区分に基づいて施設型給付等（施設・事業者が代理受領）が

行われます。

＊教育標準時間外の利用については、一時預かり事業（幼稚園型）等の対象となります。



（４）子育てのための施設等利用給付の支援を受ける子どもの認定区分

「幼稚園（新制度未移行）」「幼稚園の預かり保育」「認可外保育施設」等を利用している場合、施

設等利用給付の対象となるために、以下の３つの認定区分が設けられてます。

（５）地域子ども･子育て支援事業

各市町村が地域の実情に応じて実施する次の事業についても新制度に位置付けられ、市町村が主体

となり、地域のニーズに応じた妊娠期からの子育て支援の確保に向けて、計画的な取組が進められま

す。

（３）地域子ども･子育て支援事業

各市町村が地域の実情に応じて実施する次の事業についても新制度に位置付けられ、市町村が主体

となり、地域のニーズに応じた妊娠期からの子育て支援の確保に向けて、計画的な取組が進められま

す。

認定区分 支給に係る施設・事業

満３歳以上の小学校就学前の子どもであって、新２号認定子ども・新３号

（新１号認定こども）認定子ども以外のもの

（第 30 条の４第１号）

幼稚園

特別支援学校等

満３歳に達する日以後の最初の３月 31 日を経過した小学校就学前の子ど

もであって、第 19 条第１項第２号の内閣府令で定める事由により家庭にお

（新２号認定子ども）いて必要な保育を受けることが困難であるもの

（第 30 条の４第２号）

認定こども園、幼稚園、特別支援学

校（満３歳入園児は新３号、年少児

からは新２号）

認可外保育施設、預かり保育事

業、一時預かり事業、病児保育事

業、ファミリー・サポート・センター事業

（２歳児まで新３号、３歳児からは新

２号）

満３歳に達する日以後の最初の３月 31 日までの間にある小学校就学前の

子どもであって、第 19 条第１項第２号の内閣府令で定める事由により家庭

において必要な保育を受けることが困難であるもののうち、保護者及び同一

（新３号認定子ども）世帯員が市町村民税世帯非課税者であるもの

（第 30 条の４第３号）



2.本県の子育て支援の状況

（１）本県の人口と出生数の推移

本県の人口は、昭和60年の840千人から減少し、平成２年からは死亡者数が出生数を上回る自然

減となりました。

子どもの人口では、平成27年には、18歳未満人口が約104千人、６歳未満人口が約30.6千人とな

っています。平成２年からの25年間の変化を見ても、それぞれ約78千人、約19千人減少しており、

総人口に占める比率でも、7.8ポイント、1.8ポイント低下しています。

総務省統計局「国勢調査」

高知県の子どもの人口と総人口に占める割合

総務省統計局「国勢調査」

2.本県の子育て支援の状況

（１）本県の人口と出生数の推移

本県の人口は、昭和60年の840千人から減少し、平成２年からは死亡者数が出生数を上回る自然

減が始まっています。

子どもの人口では、平成22年には、18歳未満人口が約115千人、６歳未満人口が約34千人となっ

ています。平成２年からの20年間の変化を見ても、それぞれ約67千人、約16千人減少しており、総

人口に占める比率でも、7.0ポイント、1.6ポイント低下しています。

総務省統計局「国勢調査」

高知県の子どもの人口と総人口に占める割合

総務省統計局「国勢調査」




















